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      平成１８年１１月３０日制定 

               令和７年 12 月 22 日改正（最終） 

 

 公立大学法人福岡女子大学非常勤職員等賃金規程（平成１８年法人規程第３２号）第３条第３項

等の規定に基づき、同条第２項に規定する保健師、看護師その他資格、免許等を必要とする職種以

外の非常勤職員（以下「非常勤職員」という。）の給与の取扱い基準及び公立大学法人福岡女子大

学非常勤職員等就業規則（平成１８年法人規程第３１号）第６条に基づく契約期間（雇用期間）に

ついては、次のとおりとする。 

 

記 

１ 契約期間（雇用期間） 

 ①雇用期間は、１年以内とする。 

 ②継続して雇用する場合の期間については、原則として通算して３年間（１年更新）までとし、

業務遂行上、特に必要と認めた場合は、１年ごとに２回までは更新することができるものとす

る。 

 ③①及び②については、公立大学法人福岡女子大学非常勤職員等の無期労働契約転換に関する手

続き及び無期契約転換後の就業に関する規程（平成 31 年 3 月 27 日法人規程 78 号）に基づき

無期契約へ転換した無期契約転換職員（以下、無期契約転換職員という）には適用しない。 

２ 非常勤職員の給料 

  非常勤職員の給料は、別表１給料月額表に定めるところにより支給するものとする。 

  初任給決定に当たっては、学歴免許等を考慮して別表２初任給基準表により決定する。また、

前歴については、別表３前歴換算表により経験年数を算定し、当該経験年数に応じて、別表４に

該当する号給を加算する。 

  ただし、高度で専門的な知識を必要とする業務に従事する非常勤職員で別表１給料月額表及び

別表２初任給基準表によりがたい場合は、理事長が別途定めるところにより支給するものとする。 

３ 昇給 

 ①非常勤職員の雇用を開始した時又は雇用期間を更新した時から１年経過する場合において、勤

務成績等が特に良好であると認めるときは、１号給上位の給料を支給することができるものと

する。但し、昇給後 1 年未満の非常勤職員を昇給させることはできない。 

 ②無期契約転換職員の昇給は、理事長が定める日に、勤務成績等が特に良好であると認めるとき

は、1 号給上位の給料を支給することができるものとする。 

４ 給料月額の改正 

  職員の給料月額の改定が行われた場合は、その実施方法に準じて、給料月額の改定を行うこと

ができるものとする。 

５ 経過措置 



非常勤職員の給与等の取扱い基準 

  この基準の施行日前に継続して雇用していた期間については、この基準に基づく継続雇用期間

に通算するものとする。 

６ 施行期日等 

  この基準は、平成１９年４月１日から施行する。 

  この基準は、平成２０年１２月５日から施行し、平成２０年８月１日から適用する。 

この基準は、平成２１年４月１日から施行する。 

この基準は、平成２２年１月１日から施行する。 

この基準は、平成２３年１月１日から施行する。 

この基準は、平成２４年１月１日から施行する。 

この基準は、平成２６年１２月２２日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

この基準は、平成２７年４月１日から施行する。 

この基準は、平成２８年２月９日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

この基準は、平成２９年１月１２日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

この基準は、平成２９年１２月２１日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

この基準は、平成３０年１２月２６日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

この基準は、令和元年１２月２５日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

この基準は、令和３年４月１日から施行する。 

この基準は、令和４年１２月２６日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

この基準は、令和５年１２月２５日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

この基準は、令和６年１２月２３日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

この基準は、令和８年１月１日から施行する。 
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 嘱託職員（事務）給料表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ 給料月額表  （単位：円） 

号 給 給料月額 

１ 200,300 

２ 206,700 

３ 213,100 

４ 219,400 

５ 225,600 

６ 232,000 

７ 237,600 

８ 242,000 

９ 247,500 

１０ 253,100 

１１ 258,100 

１２ 262,800 

１３ 267,000 

１４ 271,000 

１５ 274,400 

１６ 277,400 

１７ 280,300 

１８ 283,200 

１９ 286,000 

２０ 288,600 

２１ 291,100 

２２ 293,600 

２３ 296,100 

２４ 298,200 

２５ 300,300 

２６ 302,400 

２７ 303,600 

２８ 304,600 

２９ 305,600 

３０ 306,700 

３１ 307,800 

３２ 308,900 

３３ 310,100 

３４ 311,200 

３５ 312,300 

３６ 313,500 

３７ 314,600 

３８ 315,700 

３９ 316,800 

 

別表２ 初任給基準表 

学 歴 免 許 初任給基準 

高等学校卒業程度  １号給 

短期大学卒業程度  ２号給 

大学卒業程度  ３号給 

大学院（修士）修了相当  ４号給 

大学院（博士）修了相当  ５号給 

 

 

 

別表３ 前歴換算表 

前歴 換算率 

類似職務従事期間 １００％ 

その他の有職期間 ５０％ 

無職期間 ０％ 

 

 

 

別表４ 経験年数換算表 

経 験 年 数 経験年数換算 

３年未満 ０ 

３年～５年未満 ２号給 

５年～８年未満 ４号給 

８年～１０年未満 ６号給 

１０年以上 ７号給 
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嘱託職員（教育研究補助）給料表 

 

 

別表２ 初任給基準表 

学 歴 免 許 初任給基準 

大学卒業程度  １号給 

大学院（修士）修了相当  ３号給 

大学院（博士）修了相当  ６号給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ 給料月額表 （単位：円） 

号 給 給料月額 

 １ 283,700 

 ２ 290,000 

３ 297,600 

 ４ 305,500 

 ５ 315,900 

 ６ 325,100 

 


